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１
　
若
手
に
共
通
す
る
成
長
の
悩
み

「
法
律
事
務
所
に
移
籍
す
る
か
悩
ん
で
い
ま
す
」
─

私
よ
り
若
い
世
代
の
組
織
内
弁
護
士
か
ら
よ
く
相
談
を

受
け
ま
す
。

「
成
長
欲
求
」
と
「
会
社
で
の
成
長
の
達
成
感
」
の

齟
齬
は
、
シ
ニ
ア
・
ミ
ド
ル
の
先
生
が
い
る
会
社
よ
り

も
、
管
理
者
に
弁
護
士
が
い
な
い
会
社
で
起
こ
り
や
す

い
よ
う
で
す
。
管
理
者
が
弁
護
士
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の

実
情
を
知
ら
な
い
た
め
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
い
え
ま

す
。ま

た
、
法
律
事
務
所
の
同
期
が
、
弁
護
士
と
し
て
あ

る
種
の
「
独
立
性
」
を
日
々
高
め
て
い
る
こ
と
に
焦
り

を
感
じ
る
若
手
も
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

私
は
、
常
々
、
私
た
ち
に
有
効
な
「
道
筋
」
は
な
い

か
、
自
身
の
課
題
で
あ
り
、
潜
在
的
に
若
手
に
共
通
す

る
こ
の
課
題
を
考
え
て
き
ま
し
た
。

鍛
錬
の
道
─
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
司
法
試
験

２私
の
た
ど
り
着
い
た
解

決
策
は
、
米
国
「
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
司
法
試

験
」
の
独
学
挑
戦
（
Ｌ
Ｌ
．

Ｍ
の
米
国
留
学
な
し
）
の

道
で
し
た
。

ま
ず
、
米
国
各
州
の
司

法
試
験
は
、
原
則
と
し
て

米
国
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の

修
了
を
要
件
と
し
ま
す
。

し
か
し
、
例
外
的
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
場
合
、

日
本
法
の
弁
護
士
資
格
を
も
っ
て
、General Bar 

Exam

を
特
例
受
験
で
き
ま
す
⑴
。

　

会
社
業
務
の
み
で
成
長
す
る
と
い
う
発
想
を
捨
て
、

会
社
と
は
独
立
し
た
鍛
錬
の
道
を
併
せ
持
つ
こ
と
が
突

破
口
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
す
。

「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
司
法
試
験
」
は
全
米
各
州
の

司
法
試
験
で
最
も
難
関
で
あ
る
上
、
当
該
特
例
受
験
者

の
合
格
率
は
約
10
か
ら
20
％
に
留
ま
り
、
統
計
上
、
さ

ら
に
狭
き
門
と
な
り
ま
す
。
他
方
で
、
①
米
国
法
の
習

得
、
②
語
学
向
上
、
③
転
職
に
有
利
な
資
格
取
得
、
と

い
う
大
き
な
３
つ
の
果
実
を
獲
得
で
き
ま
す
。

３
　
検
証
可
能
な
鍛
錬
の
道
か
否
か

私
は
、
組
織
内
弁
護
士
に
な
っ
た
当
初
、
法
律
事
務

所
で
の
成
長
速
度
を
維
持
し
よ
う
と
、
様
々
な
独
学
方

法
を
試
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
ジ
ョ
フ
・
コ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、『
究
極
の
鍛

錬
』
で
説
い
た
よ
う
に
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
得
ら
れ

な
い
鍛
錬
は
、
膝
下
ま
で
カ
ー
テ
ン
が
か
か
っ
た
状
態

で
ボ
ー
リ
ン
グ
の
投
球
練
習
を
繰
り
返
す
よ
う
な
も
の

で
あ
り
、
鍛
錬
の
効
果
は
限
定
的
で
し
た
。

「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
司
法
試
験
」
の
独
習
が
優
れ

て
い
る
点
は
、
容
赦
な
い
○
×
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が

（
師
が
い
な
く
て
も
）
得
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
Ｍ
Ｂ
Ｅ
⑵
（
短
答
試
験
）
で
は
、
合
計
２

０
０
問
を
一
問
あ
た
り
１
０
０
秒
程
度
で
回
答
せ
ね
ば

な
ら
ず
、
演
習
で
も
○
×
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
通
じ
て
、
法
的
知
識
と
読
解
ス

ピ
ー
ド
が
飛
躍
的
に
向
上
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

私
も
、
５
分
程
度
要
し
た
Ｍ
Ｂ
Ｅ
の
問
題
が
、
本
番

の
試
験
で
は
２
０
０
問
全
て
を
時
間
内
に
解
き
切
る
ま

で
と
な
り
ま
し
た
。
検
証
可
能
な
鍛
錬
の
道
だ
か
ら
こ

そ
、業
務
と
異
な
り
、成
長
を
簡
単
に
可
視
化
で
き
ま
す
。

四
苦
八
苦
し
た
ス
タ
ー
ト
方
法

を
共
有

４基
礎
情
報
を
共
有
致
し
ま
す
。

⑴
　
登
録
書
類
等
を
取
り
寄
せ
る

日
本
人
は
社
会
保
障
番
号
（
Ｓ
Ｓ
Ｎ
）
を
保
持
し
な

い
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
い
き
な
り
出
願
で
き
ま
せ
ん
。

ま
ず
、
脚
注
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
⑶

に
対
し
、
①

General Bar Exam

のRegistration docum
ents

送
付
希
望
の
旨
、
②
米
国
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
し
て

お
ら
ず
日
本
法
弁
護
士
と
し
て
受
験
す
る
た
め
の
申
請

書
類
が
欲
し
い
旨
、
③
Ｓ
Ｓ
Ｎ
が
な
い
た
め
免
除
申
請

し
た
い
旨
、
④
送
付
先
の
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
、

を
そ
れ
ぞ
れ
英
語
で
丁
重
に
伝
え
ま
し
ょ
う
⑷
。
気
長

に
、
普
通
郵
便
（
！
）
を
待
ち
ま
す
（
20
日
程
度
⑸
）。

⑵
　
教
材
はE-bay

で
購
入
で
き
る

教
材
は
、
米
国E-bay

で
購
入
し
たbarbri

社
の
講

義
教
材
一
式
、
米
国A

m
azon

で
購
入
し
たem

anuel

⑴		
A
ttorney	applicants	adm

itted	in	jurisdictions	
outside	the	U

nited	States

⑵		
The	M

ultistate	B
ar	Exam

ination
⑶		

m
sc@

calbar.ca.gov

⑷		

ま
ず
何
か
公
式
な
案
内
に
目
を
通
し
た
い
と
い
う
方
は
、

https://w
w
w
.calbarx

ap.com
/applications/

calbar/info/bar_exam
.htm

l

を
ご
覧
下
さ
い
。

⑸		

私
は
、
モ
ラ
ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
審
査
に
お
い
て
、「
指
紋
証

明
」
に
関
す
る
補
正
指
示
を
受
け
た
の
で
す
が
、
補
正
指
示

書
到
着
時
に
（
補
正
期
間
で
あ
る
）
２
週
間
が
既
に
経
過
し

て
お
り
、
一
時
、
焦
り
ま
し
た
。
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「California

」
等
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
打
ち
込
み
、
セ
ッ

ト
で
販
売
⑹

さ
れ
て
い
る
も
の
を
探
し
、
購
入
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
二
年
以
内
の
中
古
が
安
く
お
勧
め
で
す
⑺

（
脚
注
に
細
か
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
記
載
し
て
お
り
ま 

す
⑻
）。

シ
リ
ー
ズ
の
Ｍ
Ｂ
Ｅ
過
去

問
教
材
、K

aplan

社
の

問
題
集
な
ど
で
す
。

私
は
、
電
話
帳
の
如
き

問
題
集
を
「
山
」
と
見
立

て
、
毎
朝
４
時
か
ら
７
時

ま
で
の
３
時
間
を
「
登

山
」
に
充
て
る
こ
と
で
、

着
実
に
前
進
し
て
い
る
手

ご
た
え
（
飛
躍
感
・
充
実

感
）
を
獲
得
で
き
ま
し
た
。

教
材
を
早
速
入
手
さ
れ

た
い
方
は
、E-bay

に
ア

ク
セ
ス
し
て
「barbri

」

⑶
　
エ
ッ
セ
イ
試
験
は
先
輩
ノ
ー
ト
を
活
用
す
る

Essay

（
論
文
試
験
）
対
策
は
、
日
本
人
の
弁
護
士

の
先
輩
方
が
整
え
た
「
先
輩
ノ
ー
ト
⑼
」
を
徹
底
活
用

し
ま
し
ょ
う
。
私
も
、
一
部U

pdate

に
貢
献
し
て
お
り

ま
す
。
脚
注
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
て
、
当
該
ノ
ー
ト
を
無
償
⑽

配
布
し
て
お
り
ま
す
（
ハ
ン
デ
ィ
な
製
本
を
強
く
推
奨

い
た
し
ま
す
）。

私
は
、
こ
の
「
先
輩
ノ
ー
ト
」
を
、
日
本
の
司
法
試

験
の
択
一
六
法
同
様
、
手
垢
で
文
字
通
り
真
っ
黒
に
な

る
ま
で
読
み
込
ん
で
お
り
ま
し
た
。

５
　
鍛
錬
の
先
に
あ
る
本
試
験

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
司
法
試
験
は
、
冬
と
夏
の
年
２

回
実
施
さ
れ
ま
す
⑾
。

試
験
会
場
は
、
１
、０
０
０
か
ら
１
、５
０
０
人
が
収

容
さ
れ
る
巨
大
会
場
で
、
１
つ
の
机
に
２
人
が
着
席
し

ま
す
。紙
面
の
関
係
上
、１
つ
だ
け
お
伝
え
す
る
と
、パ

サ
デ
ィ
ナ
と
い
う
ロ
ス
郊
外
の
試
験
会
場
が
オ
ス
ス
メ

で
す
。
空
港
か
ら
１
時
間
程
度
で
あ
り
、
治
安
も
大
変

良
く
、
高
級
住
宅
街
の
た
め
食
事
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

ト
ラ
イ
ア
ル
に
打
っ
て
つ
け
の 

Ｍ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
⑿

６お
試
し
で
初
め
て
み
た
い
先
生
に
は
、
Ｍ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
の

受
験
を
オ
ス
ス
メ
致
し
ま
す
⒀
。

Ｍ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
は
、
年
３
回
実
施
さ
れ
る
、
60
問
の
択
一

式
法
曹
倫
理
試
験
で
あ
り
、
Ｍ
Ｂ
Ｅ
と
問
題
作
成
機
関

が
一
緒
で
す
。
さ
ら
に
、
試
験
は
一
日
で
終
わ
り
、
か

つ
、
米
国
領
北
マ
リ
ア
ナ
諸
島
（
サ
イ
パ
ン
⒁
）
で
受

験
可
能
で
あ
る
た
め
、
本
番
と
異
な
り
、
三
連
休
で
受

験
が
可
能
で
す
。
教
材
もA

m
azon

で
購
入
で
き
る
た

め
、
誰
も
が
簡
単
に
始
め
ら
れ
る
鍛
錬
で
す
。

７
　
最
後
に

文
字
数
の
関
係
上
、
詳
細
な
手
続
、
創
意
工
夫
ま
で

は
共
有
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
司
法
試
験
」
と
い
う
新
し
い
鍛
錬
手
法
を
皆
様
と
共

有
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
幸
い
で
す
。
私
で
お
役
に
た
て

そ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ど
う
ぞ
遠
慮
な
く
ご
連
絡
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
⒂
。
前
例
が
な
け
れ
ば
創
れ
ば

よ
い
、
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
精
神
で
皆
様
と
悩
み
を
共
有
し

つ
つ
、
と
も
に
歩
ん
で
い
け
た
ら
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

＊

（
わ
た
な
べ　

ゆ
う
い
ち
ろ
う
）

A
irbnd

（
エ
ア
ビ
ー
ア
ン
ド
ビ
ー
）。
弁
護
士
。
東
京
大

学
法
科
大
学
院
卒
。
フ
レ
ッ
シ
ュ
フ
ィ
ー
ル
ズ
ブ
ル
ッ
ク

ハ
ウ
ス
デ
リ
ン
ガ
ー
法
律
事
務
所
勤
務
後
、
株
式
会
社

デ
ィ
ー
・
エ
ヌ
・
エ
ー
（D

eN
A

）
法
務
部
勤
務
。
８
月

よ
り
、
現
職
。

⑹		

Ｃ
Ａ
Ｈ
、
Ｃ
Ｍ
Ｒ
、
Ｃ
Ａ
、
Ｍ
Ｓ
の
教
材
は
後
述
の
「
先

輩
ノ
ー
ト
」
が
あ
れ
ば
無
く
て
も
Ｏ
Ｋ
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、

必
要
な
論
証
は
す
べ
て
ノ
ー
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。
加
え
て
、
合
格
最
低
水
準
と
い
わ
れ
る
８
０
０
か
ら
１

０
０
０
時
間
を
捻
出
す
る
余
裕
は
（
私
達
）
働
き
な
が
ら
の

身
に
は
無
く
、
読
ん
で
い
る
時
間
も
な
い
た
め
で
す
。
必
要

な
セ
ッ
ト
は
、
Ｍ
Ｂ
Ｅ
の
問
題
集
で
あ
る
Ｐ
Ｒ
Ｅ
、
Ｍ
Ｐ
Ｑ

１
、
Ｍ
Ｐ
Ｑ
２
、
Ｍ
Ｓ
Ｅ
等
、
及
び
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
テ

ス
ト
用
の
Ｃ
Ｐ
Ｔ
Ｂ
で
す
。

⑺		

２
０
１
５
年
２
月
の
試
験
か
ら
Ｍ
Ｂ
Ｅ
試
験
に
民
事
訴
訟

法
が
追
加
さ
れ
た
た
め
、
２
０
１
４
年
度
以
前
の
版
は
対
応

し
て
い
ま
せ
ん
。

⑻		

な
お
、
特
筆
す
べ
き
文
化
的
差
異
と
し
て
、Ebay

に
お

け
る
米
国
人
の
「
書
込
有
」
は
日
本
人
の
「
書
込
有
」
と
は

程
度
が
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、「
僅
か
な
」
書
き
込

み
で
は
な
い
可
能
性
が
大
で
す
。

⑼		
http://w

w
w
.dlm

arket.jp/products/detail/	
309974

⑽		

将
来
に
わ
た
る
無
償
性
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑾		

実
際
に
受
験
す
る
場
合
、
有
給
休
暇
を
ど
の
よ
う
に
取
得

す
る
か
は
、
組
織
人
と
し
て
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
す
。

⑿		
M
u
ltista

te
	P
ro
fe
ssio

n
a
l	R
e
sp
o
n
sib
ility	

Exam
ination

⒀		

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
弁
護
士
登
録
の
た
め
に
、
①
司

法
試
験
合
格
、
②
モ
ラ
ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
試
験
合
格
、
③
Ｍ

Ｐ
Ｒ
Ｅ
合
格
、
の
３
つ
を
主
な
要
件
と
し
て
い
ま
す
。

⒁		

Ｊ
Ｔ
Ｂ
の
３
日
間
サ
イ
パ
ン
ツ
ア
ー
が
経
済
的
に
合
理
的

だ
っ
た
た
め
利
用
し
た
も
の
の
、
ツ
ア
ー
バ
ス
内
で
、「
渡
部

様
１
名
様
」
と
ガ
イ
ド
に
呼
ば
れ
、
他
の
参
加
者
よ
り
奇
異

の
目
で
見
ら
れ
た
こ
と
を
除
い
て
は
、
万
事
良
好
で
し
た
。

⒂		

渡
部
宛
（yuichiro.w

tnb@
gm
ail.com

）
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